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　対 象 者　：　・2021年度が任期で、尚且つ　必要ポイントに充足していない方

　　　　　　　　・ポイント未達により現在資格が無効で再有効化の申請を行う方　

  　　　　　　　※どちらも該当しない方の申込みはできません、ご了承ください。

　講義内容　：　①指導者の倫理 ②指導計画 ➂基本指導の基礎 ④投げ技の基本指導

「令和3年度全柔連公認指導者資格更新講習会」集合講習の開催について（通知）

　　　　

　平素より三多摩柔道会の諸事業にご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございます。

　このたび東京都柔道連盟より、公認指導者資格者更新講習会（集合講習）を開催する通

知がありましたのでお知らせします。

　今回は、有効期限が2021年度ポイント未達者及びポイント不足により資格が無効となり

　　　　　　　ＴＥＬ： 03-3818-5639 ・ 03-3818-4246　　

　　　　　　　ＦＡＸ： 03-3818-5644

　　　　　　　メール： 担当者（前橋）maebashi@tojuren.or.jp

　つきましては、東京都柔道連盟又は三多摩柔道会のホームページで確認していただき、

受講希望者は「申込書」と「受講料2000円」を現金書留又はメール、ＦＡＸ、振込み等の

記

　日　　時　：　令和3年11月28日（日）13：00～17：00

　会　　場　：　講道館　新館5階　女子部道場

再有効化の申請を行う方に限定して実施します。

  　　

方法で10月29日（金）までに東京都柔道連盟事務局まで直接申込みするようお願いします。

　　　　　　　携　帯： 080-3505-4985

【申込み先及び問合せ先】

　　　　　　　公益財団法人 東京都柔道連連盟　事務局

　　　　　　　住　所：〒112-0003　東京都文京区春日1-16-30　講道館内


